
平成 21 年 7 月１日 （株）放送衛星システム   
「一部の形態の BS 放送受信システムの電波干渉問題」の 

調査・対策業務の発注について 

 

 

弊社が構成員となっている「ＢＳ２１、２３チャンネルの放送開始に向けた一部の形態

のＢＳ放送受信システムの電波干渉問題対策実施協議会」（以下「協議会」という。）は、

本年２月２６日から活動を開始しています。 

 

（ご参考：総務省報道資料） 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090213_3.html 

 

協議会では、各構成員の役割分担がなされており、弊社は協議会の定めた仕様書

に基づいて、調査・対策業務を委託されました。 

 

今回、協議会の了解のもとで、調査・対策業務の実施事業者として 

・株式会社 NHK アイテック 

・京セラコミュニケーションシステム株式会社 

を選定し、契約を締結して業務を開始しました。 

  
 

問い合せ先：（株）放送衛星システム 企画部 

TEL 03-5453-6521 


